
 

文京区喫煙マナーアップ活動支援制度実施要綱 

 

２１文資環第１３９６号平成２２年３月１５日 区長決定 

２６文資環第１９１５号平成２７年３月３１日 区長決定 

２０２０文資環第８９号令和２年６月１８日 部長決定 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、文京区公共の場所における喫煙等の禁止に関する条例（平成２０年

９月文京区条例第４５号）の規定に基づき、区民等、地域活動団体及び事業者等が行う

喫煙マナーの向上、地域の環境美化の促進等のための自主的な取組に対する支援（以下

「支援」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （対象者） 

第２条 支援の対象とする者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 ⑴ 区の区域内（以下「区内」という。）に事務所又は事業所を有する事業者等 

 ⑵ 区内の町会、自治会、商店会、PTA等 

⑶ 区内に在住し、在勤し、又は在学する５人以上の者で構成された団体 

⑷ その他区長が認めたもの 

（対象とする取組） 

第３条 支援の対象とする取組は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。 

 ⑴ 定期的に実施する地域の清掃活動 

 ⑵ 団体で行う催物、祭事等 

 ⑶ その他喫煙マナーの向上、地域の環境美化の促進等のための地域活動 

 （計画の提出等） 

第４条 支援を受けようとする者は、喫煙マナーアップ活動実施計画書（別記様式第１号。

以下「計画書」という。）に必要な事項を記載し、区長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により計画書を提出した者は、その内容を変更するときは、再度計画書に

必要な事項を記載し、区長に提出しなければならない。 

３ 前２項の規定により計画書を提出した者は、活動を事前に取りやめるときは、喫煙マ

ナーアップ活動中止届（別記様式第２号）により、区長に届け出なければならない。 

 （啓発用品の貸与又は提供） 

第５条 区長は、前条の規定により計画書が提出された場合において、第３条各号に規定

する取組を効果的に実施するため支援を行うことが適当であると認めたときは、支援を

受けようとする者に対し、啓発用品の貸与又は提供を行う。 

２ 前項の規定により貸与する啓発用品は、次に掲げる物とする。 

 ⑴ ビブス（ベスト型） 

 ⑵ ジャンパー 

⑶ 帽子 

 



 

⑷ 腕章 

 ⑸ 火はさみ 

３ 第１項の規定により提供する啓発用品は、ポケットティッシュとする。 

４ 啓発用品の貸与及び提供は、無償とする。 

 （ボランティア保険への加入） 

第６条 支援を受けようとする者（第２条第４号に該当する者を除く。）は、計画書に基づ

き、一定期間継続してその活動を実施するときは、文京区ボランティア活動補償制度取

扱要綱（１４文総総第２２５７号）の規定に基づく損害保険に加入するものとする。 

２ 支援を受けようとする者（第２条第４号に該当する者に限る。）は、計画書に基づき一

定期間継続してその活動を実施するときは、個人の責任において保険に加入するものと

し、当該者が喫煙活動マナーアップに係る活動中に第三者に対して損害を与えた場合又

は当該活動中の事故等により損害を被った場合においては、区は、一切の責任を負わな

いものとする。 

 （啓発用品の用途等） 

第７条 支援を受けた者（第５条の規定により支援を受けた者をいう。次条において同じ。）

は、第３条各号に規定する活動の目的以外に貸与又は提供を受けた啓発用品を使用して

はならない。 

２ 前項に規定する者は、貸与又は提供を受けた啓発用品を常に良好な状態で保管し、使

用しなければならない。 

（実施報告等） 

第８条 支援を受けた者は、計画書に基づく活動を終了したときは、速やかに喫煙マナー

アップ活動実施報告書（別記様式第３号）に必要な事項を記入し、区長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 第５条第１項の規定により、啓発用品の貸与を受けた者は、当該啓発用品を速やかに

区長に返却するものとする。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、資源環境部長が別に定める。 

 

   付 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

付 則 

 この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


